
群群馬馬県県適適正正化化通通信信 NNOO．．４４５５   

輸送の安全及び運転者の選任について 

 最近の相次ぐ悲惨な交通事故に鑑がみ、貨物自動車運送の「輸送の安全」について、

もう一度認識を新たにしていただき、事故防止及び過労運転防止の徹底をお願いしま 

す。 

併せて、運転者の選任についても適正化実施機関に問い合わせが少なからずきてい 

ます。あらためて条文を掲載しますので法令遵守の徹底をお願いします。 

 

貨物自動車運送事業法 
 
（輸送の安全性の向上） 

第１５条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを 

自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 

（輸送の安全） 

第１７条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自 

動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他 

の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用すること 

ができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定 

その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなけ 

ればならない。 

２ 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をするこ 

ととなる運送（以下「過積載による運送」という。）の引受け、過積載による運送 

を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の 

従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。 

３ 前二項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保 

するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 

４ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保す 

るため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 
 
（過労運転の防止） 

第３条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の 

事業用自動車の運転者（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければな 

らない。 

２ 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を 

定めて使用される者又は試みの試用期間中の者（１４日を超えて引き続き使用され 

るに至った者を除く。）であってはならない。 

 



 

３ 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業 

員（以下「乗務員」という。）が有効に利用することができるように、休憩に必要 

な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要 

な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならな 

い。 

４ 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休 

息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従 

って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなけ 

ればならない。 

５ 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務 

させてはならない。 

６ 貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の 

理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務 

員を事業用自動車に乗務させてはならない。 

７ 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する 

 場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあると 

 きは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければな 

 らない。 

８ 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運 

送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるも 

のごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、 

当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければなら 

い。 

一 主な地点間の運転時分及び平均速度 

二 乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間 

三 前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交 

替する地点 

 

（運行管理者の業務） 

第２０条 運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事 

業用自動車を運転させないこと。 

    ～ 以下省略 ～ 

  ※運転者全員の運転者台帳の完備をお願いします。 

 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話 ０２７－２１２－８８２１ 


